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協働学習向け授業支援ソフト仕様書 

１ 概要 

⑴ 件名 

   協働学習向け授業支援ソフト仕様書 

⑵ 契約期間 

   契約日から令和１１年８月３１日まで 

⑶ 目的 

グローバルで創造性を育む学びの実現を目指す「GIGA スクール構想」の推進と、学習の基盤とな

る資質・能力の一つである情報活用能力を重視する学習指導要領の趣旨を踏まえ、京都市立の小・

中・義務教育学校・総合支援学校の児童・生徒が、協働学習向け授業支援ソフト等を活用した学習を一

層進める。 

本市における学びの充実と学力向上を図るため、授業支援ソフトを導入・運用するとともに、その効

果的な活用に向けた教員研修や問合せ対応等の支援・サポート業務を実施する。 

 

２ 調達内容 

⑴ 協働学習向け授業支援ソフトのサービスの提供 

⑵ 協働学習向け授業支援ソフトのサービスの利用に係る教員研修 

⑶ サービスの導入・利用支援 

 

３ クラウドサービスの利用環境等 

⑴ 利用者の特性 

 ア 利用者数 

(ｱ) 学校数 

京都市立全小学校１４５校、全中学校６２校、全義務教育学校１０校、桃陽総合支援学校１校 

(ｲ) 小学校（義務教育学校前期課程・桃陽総合支援学校小学部含む） 

児童数：54,000 人程度、教員：3,700 人程度 

(ｳ) 中学校（義務教育学校後期課程・桃陽総合支援学校中学部含む） 

生徒（義務教育学校後期課程・桃陽総合支援学校含む）25,600 人程度、中学校教員 2,000 人程度 

 イ 利用場所 

   京都市立学校の校内及び児童生徒の自宅、京都市教育委員会の事務局所属 等 

⑵ 利用イメージ 

ア 児童生徒 

・ １人１台学習者用端末を活用して、学校で協働的な学習に取り組む。 

・ １人１台学習者用端末を家庭に持ち帰り、協働的な学習に取り組む。 

  イ 教員 

・ １人１台指導者用端末又は統合端末を使って、授業・朝学習・帯学習・補充学習等で使用。 

・ １人１台指導者用端末又は統合端末を使って、協働的な学習を実施。 

ウ 教育委員会事務局職員 

・ 主に事務系 PC 端末を使って各校の活用状況を把握する。 

⑶ 利用環境 

  ASP 版（クラウドサービス）で提供され、3OS(Windows11、ChromeOS、iPadOS)のいずれで
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も動作し、Google Chrome、Microsoft Edge(Chromium 版)、Safari のブラウザまたは OS に

対応した専用アプリケーションによる利用のいずれか、またはその両方に対応していること。 

⑷ 利用時間 

学校での利用は平日日中が主となるが、家庭での持ち帰り学習も想定しているため、24 時間 365 

日利用できること。 

 

４ クラウドサービス機能・非機能要件 

機能要件は別紙のとおり。機能以外の要件は以下のとおりとする。 

⑴ 性能要件 

本クラウドサービスは広く一般に公開し、インターネットからアクセス可能であることから、利用時期

等により一時的なアクセスの増加が見込まれる。サービスへのアクセスが増加した場合であっても、利

用する端末及び端末からクラウドサービス間のネットワーク環境を除いたクラウドサービス自体の性

能として利用者がストレスなく利用できる範囲内でレスポンスがあること。 

⑵ 問合せ対応 

 ア 基本事項 

クラウドサービスの利用、トラブル等に関する問合せ対応をすること。 

イ サービス内容 

(ｱ) 教員又は教育委員会事務局職員からのクラウドサービス利用方法に係る問合せについて対応

すること。 

(ｲ) トラブル発生時は、本市担当課又は本市のネットワークを運用管理する事業者(以下「光京都ネ

ット運用管理業者」という。) からの連絡をもとに、クラウドサービスの障害状況確認、不具合事

象の分析及び解決の支援を迅速に行うこと。 

ウ 受付（対応）時間 

以下のサポート窓口を提供すること。 

(ｱ) メール 

24 時間 365 日の問合せ専用メールアドレスを用意すること。ただし、時間外受付の問合せ

は翌営業日に一次回答を実施すること。 

(ｲ) 電話 

平日 8 時 30 分～17 時 30 分までの受付窓口を設置すること。 

 

５ 授業支援ソフトの利用に係る教員研修 

⑴ 事前協議 

受託者は、研修について少なくとも年間１回以上行うこととする。また、利用開始にあたって全ての

教員がスムーズに授業支援ソフトが利用できることが可能となる研修を企画・実施することとする。な

お、利用開始前に実施形態や時期、内容等を本市担当課に提案し協議の上決定すること。 

⑵ 実施方法 

ア 研修は、活用する学習場面を想定し、研修理解を深めるコンテンツや研修専用の環境を予め準備

したうえで、利用全体の流れを説明すること。説明は、操作方法や主要操作メニューの機能につい

て行うとともに、トラブルシューティングとして注意点の説明を行うこと。 

イ 利用対象校の教員を対象とし、１時間程度の説明とすること。 

⑶ 研修資料 
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  ア 研修資料及び提供製品の操作マニュアル等は、受託者が全教員分を準備すること。 

  イ 研修の実施前までにあらかじめ本市に提出し、承認を受けること。 

 

６ 導入・利用支援 

クラウドサービスの利用に必要なアカウントの新規登録、更新、削除等の作業については、できる限り

教育委員会事務局及び学校現場の負担にならないよう協力すること。また、児童生徒がクラウドサービ

スを簡単に利用 

できるよう支援すること。具体的に支援が必要な項目は以下のとおりとする。 

⑴ アカウント情報の登録・更新処理 

ア 初回登録処理 

本市では、アカウント登録作業は光京都ネット運用管理業者が全学校分を一括で実施することを

想定している。このため、光京都ネット運用管理業者用の１つのアカウントで全学校のアカウント更

新処理が一括でできるようにすること。この機能の提供が実現できない場合は、これと同様のこと

が実現できるよう、技術情報の開示、代替案の提案等、最大限の支援をすること。 

イ 日次更新処理 

本市では、児童生徒の転出入及び教職員の採用・退職等に伴うアカウント情報の更新処理につい

ても、光京都ネット運用管理業者が毎日実施することを想定している。全学校分の更新処理を容易

に実現できる機能を提供すること。この機能の提供が実現できない場合は、各学校管理者がミスな

く簡単に更新処理ができるよう、本市環境に即した手順書を作成すること。 

ウ Microsoft アカウントによるシングルサインオン 

本市では、教職員及び児童生徒の Microsoft アカウントを一括で管理し、年次及び日時の更新

処理を実施しているため、ア及びイの仕様を満たすものとして、可能な限り Microsoft アカウント

によるシングルサインオンが望ましい。 

⑵ クラウドサービスの入口 

児童生徒が、１人１台端末や私的端末から、迷うことなく自校のクラウドサービスに容易にログイン

できる入口を提供すること。ただし、本市が学習プラットフォームを採用する場合には連携に向けて最

大限の支援を行うこと。 

⑶ 運用体制図及びアカウント更新マニュアル 

運用体制図及びアカウント更新マニュアルを作成すること。作成にあたっては、受託者、本市担当課

及び光京都ネット運用管理業者の三者で協議すること。 

ア 運用体制図等 

問合せ対応やトラブル発生時の対応を円滑にすることを目的に、連絡体制や問合せ窓口・方法に

ついてまとめたもの。 

イ アカウント更新マニュアル 

アカウントの新規登録、更新・削除等の方法についてわかりやすくまとめたもの。なお、本市では、

兼務者において同一アカウント内で複数の学校のデータを取り扱えることが望ましい。 

⑷ クラウドサービスの利活用に向けた提案 

  教科別・活用場面別の活用方法や活用事例を提示するとともに、本市の利用状況に応じた利活用に

向けた提案を行うこと。 
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７ セキュリティ対策 

受託者は、児童生徒に関するデータを管理するため、個人情報保護及び情報セキュリティについて以

下のとおり必要十分な対策を行うこと。 

⑴ 受託者が、ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメント規格)、又は JIS Q 15001(個人情報

保護マネジメントシステム規格)を取得していること。 

⑵ 個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例、別紙「個人情報取扱事務の委託契約に

係る共通仕様書」を遵守すること。 

⑶ 受託者は、本市が求めた場合は、アクセスログ・操作ログ・エラーログやその統計情報をすみやかにま

とめて提供し本市の利用状況を分析のうえ報告すること。 

⑷ クラウドサービスに保存される情報は暗号化して保存すること。 

⑸ 本市の情報システムとクラウドサービスとの間の通信は暗号化すること。 

⑹ 権限管理等 

受託者は、アクセスする権限のない者がアクセスできないように制限する機能を有すること。ま 

た、システムを利用する教員が操作・閲覧等可能な情報の範囲を、当該利用者が所属する学校の児 

童生徒に係る情報に限定するような制限を適切に行うこと。最低限度の権限管理として、学校を超 

えたデータ閲覧が発生しないように、適切なアクセス制限を行える環境とすること。 

⑺ 情報資産の取り扱い 

 ア パブリッククラウド上で取り扱う保有個人情報については、児童生徒氏名、学年、組、番号、ユーザＩ

Ｄ、ユーザ名、パスワード、学習履歴（学習教材、学習時間、学習進度、問題に対する解答、問題に対す

る得点、問題に対する誤りの内容）に限定すること。 

イ 受託者は、本業務の遂行に当たり本市の所掌する情報資産の保護（データバックアップを含むもの

とする。）について万全を期すものとし、その機密性、可用性及び完全性を維持する上で必要な技術

的・物理的・人的セキュリティ対策を行うこと。 

  ウ 受託者は、適切なウイルス対策及びマルウェア対策を行い、情報の改ざん、毀損及び漏えい等を防止

すること。 

  エ 受託者は、本市が教育内容について報告等を求めた場合は、必要な情報を提供すること。 

 

８ 責任分界点 

受託者は、以下の範囲において無償で対応を行うこと。 

⑴ サービスのソフトウェアの欠陥への対応 

⑵ 法令（本市の条例を含む。）の改正に伴う改修対応 

⑶ 情報セキュリティインシデントへの対応 

 

９ その他 

⑴ 受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報をこの事業の目的外に使用してはならないほか、第

三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

⑵ 本業務の履行に当たり、必要と思われる資料及びデータは本市が所有又は入手できる範囲において

提供する。受託者は、本市から提供された資料及びデータを本契約に基づく業務を処理するために

のみ用いるものとし、本市の許可なく複写や複製、外部へ持ち出してはならない。また、受託者は、業

務が終了したとき、本市の求めがあったとき又は本業務に必要がなくなったときは、本市から提供さ

れた資料及びデータを本市に返却すること。 
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⑶ 受託者は、契約期間満了時には、本市からの依頼に基づき、クラウドサービス上のサーバにあるデー

タを消去・削除すること。その際完全に消去・削除されていることを確認できる書類か、適切なデータ

の取り扱いを記載している契約書類等を添付すること。 

⑷ 本市が既に教員及び児童生徒に配布している Microsoft365 アカウントと連携し、シングルサイン

オンができるように対応すること。シングルサインオンが実現できない場合は、児童生徒が授業支援

ソフトへ簡易にログインできる方法を提案すること。 

⑸ 本業務の実施に当たっては関係法令を遵守すること。 

⑹ 本業務の実施に当たり安全管理に万全を期すこと。災害・事故等が発生した場合、緊急に必要な措置

を行うとともに、速やかに報告書及び資料を作成し、本市に報告し、その指示に従うこと。 

⑺ 本仕様書によるほか、別紙「電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）の委託契約に係る共

通仕様書」に従い本業務を遂行すること。 

⑻ その他不明な点がある場合は、担当課と事前に協議すること。 
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授業支援ソフト機能必須要件
No 項目 要件

1 マルチメディアデータ作成編集 動画や写真、音声、テキスト、手書きなどのマルチメディアのカードやノートを作成・編集できる。

2 協働学習機能 自分と、自分以外の児童生徒が作成したカードやノートをつなげてプレゼンが作成できる。

3 手書き入力 全てのカードに手書きで入力できる。

4 画面共有 教員、児童生徒の画面をクラス全員に共有できる。

5 チャット テキスト・写真・動画・PDFを用いてコミュニケーションがとれる。

6 画面配信① 教員の画面を児童生徒全員の画面へ配信しできる。

7 画面配信② 児童生徒の回答を選んで比較画面を作り、クラス全員の画面に配信できる。

8 画面配信③ 教員が児童生徒の回答画面を選んで、クラス全員の画面に配信できる。

9 動画配信 動画を配信して一斉に見ることができる。

10 提出 回答が記されたカードやノートを教員に提出できる。

11 複数カード・ノート提出 複数カードやノートを組み合わせて提出できる。

12 一覧表示 一覧表示したときに、児童生徒名が表示できる。

13 一覧から選択比較 児童生徒の回答を一覧表示から選び、比較できる。

14 回答を複数選択比較 回答されたカードやノートの中から、特定のものだけを複数選択できる。

15 回答表示の拡大縮小 回答一覧画面にて回答の大きさを拡大・縮小できる。

16 いつでも回答できる 教員がアプリを起動していなくても、児童生徒は回答を教員に提出できる。

17 回答共有 回答の共有・非共有が切り替えられる。

18 添削、返却 提出物を添削して個別返却できる。

19 回答並び替え 回答の並び順を提出順や更新順に出来る。

20 クラス全員へ資料配布 教員のデータを児童生徒へ送信する。

21 通知 教員や児童生徒からのアクションを知らせる通知機能がある。

22 共有フォルダ 教員、児童生徒がいつでもデータを取り出せるフォルダがある。

23 配布資料の閲覧、取出し 過去の配布資料をさかのぼり、「誰が」「いつ」配布したのかを閲覧でき、いつでも取り出せる。

24 端末シェア環境での使用 IDを入力してログインすれば、どの端末からも自分のデータを表示できる。

25 自動保存 作成したデータは自動でクラウドに保存できる。

26 授業ごとにデータ保存 担当や教科ごとに分けて、授業データを保存できる。

27 マルチ入力デバイス対応 端末へのタッチ、ペン、マウス、キーボードでの操作に対応している。

28 OS間のデータ互換性 クラウド上へ保存したデータを異なる端末やOSから接続しても取り扱うことができる。

29 画面ロック 生徒を注目させたいとき、教員側から児童生徒のタブレット操作をロックすることができる。

30 児童生徒の参加状況 教員が同一授業に参加している生徒端末の状況確認ができる。

31 児童生徒間のデータ交換の可否設定 児童生徒間でデータの送受信ができる。授業ごとにデータ交換の可否設定ができる。

32 クラウド サーバを必要とせず、インターネット回線に接続できれば、どこからでも利用できる。

33 名簿の個別編集 使用する教員、児童生徒の登録を個別に変更できる。

34 転入生登録 転入した児童生徒の登録、転出した児童生徒の名簿修正ができる。

35 名簿一括登録管理 Web管理画面からエクセルファイルによるユーザ、ID,授業一括登録ができる。

36 ログイン マイクロソフト３６５アカウントを用いてシングルサインオンできること。
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令和５年４月１日改正 

 

電子計算機による事務処理等（システム開

発・保守）の委託契約に係る共通仕様書 

 

（総則） 

第１条 この電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）の委託契約に係る共通仕様

書（以下「共通仕様書」という。）は、電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）

の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために

共通して必要となる事項を定めるものである。 
２ 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様

書に定める内容が優先する。 
 

（履行計画） 

第２条 受注者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該

連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。）は、委託業務の履行に着手する前に、履

行日程及び履行方法について京都市（以下「甲」という。）に届け出て、その承諾を得なけれ

ばならない。 

２ 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、

あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更

するときも、同様とする。 

 

（秘密の保持） 

第３条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏

らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第４条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 

⑴ 契約目的物 

⑵ 甲が乙に支給する物品（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」と

いう。） 

⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気

ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情

報（甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。） 

 

（複写、複製及び第三者提供の禁止） 

第５条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三
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者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 
 

（作業責任者等の届出） 

第６条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に

報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 

２ 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなけれ

ばならない。 

３ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければなら

ない。 

４ 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨

の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 

 

（教育の実施） 

第７条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する

意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項

について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全て

の作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定

を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 

３ 乙は、前２項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整

備しなければならない。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはなら

ない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面

によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させると

ともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものと

する。 

４ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督する
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ための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応

じて、その状況を甲に報告しなければならない。 

 

（データ等の適正な管理） 

第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム

説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の

履行に必要な書類（以下「ドキュメント」という。）、プログラム及びデータの授受、処理、

保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛

失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 

２ 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所

（以下「電子計算機室等」という。）を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければなら

ない。これを変更するときも、同様とする。 

３ 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、

甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け

出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者

の氏名、理由を届け出なければならない。 
４ 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の

許可を受けなければならない。 

５ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に

配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、

必要な保安措置を講じなければならない。 

６ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなけれ

ばならない。 

⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 

⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な

措置を講じること。 

⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を

入退室管理簿に記録すること。 

７ 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を

提出しなければならない。 

８ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報

管理責任者を置かなければならない。 

９ 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たって

は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれ

に記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 
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⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係

のないアプリケーションをインストールしないこと。 

⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 

10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出して

はならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合

は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 

12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。

ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第８条第１項第１号に該当するとして契

約を解除することができる。 

14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損

害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に

復するとともに損害を賠償しなければならない。 
 

（データ等の廃棄） 

第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除

されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、

又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに

当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 

⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 

⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容

を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指

定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 

 

（監督） 

第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況

について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、

いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示

等を行うことができるものとする。 
 
（事故の発生の通知） 
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第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き

損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅

滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

２ 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡

大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定

めなければならない。 

３ 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表するこ

とができる。 

 

（支給品及び貸与品） 

第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めると

ころによる。 

２ 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく

甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

４ 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除された

ときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書

を添えて甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したと

きは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納

め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 
 

（検査の立会い及び引渡し） 

第 15 条 甲は、契約書第４条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査

に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙

は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

２ 甲は、契約書第４条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電

子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に

直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 乙は、契約書第４条第１項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、

契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的

物の引渡しが完了したものとする。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約
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書第８条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 

３ 乙は、第１項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めること

はできない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は

怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならな

い。 

 

（契約不適合責任） 

第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合

しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当

該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、乙に対してその

不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正等の履行の追完（以下本条におい

て「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲

に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追

完を行うことができる。 

２ 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 

３ 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場

合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないと

きは、契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約の全部又は一部を解除す

ることができる。 

４ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第１５条第３項の規定による

引渡しを受けた日から２年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。た

だし、第１５条第３項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若し

くは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する

場合にはこの限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示に

よって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知

りながら告げなかったときは、この限りでない。 

 

（作業実施場所における機器） 

第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙

が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。 
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個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書 
 
（個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出） 
第１条 受注者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連

合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。）は、委託業務を開始する前に、京都市（以

下「発注者」という。）が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、

発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第２条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解

除された後においても、同様とする。 
 
（個人情報総括管理者） 
第３条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」という。）の防止その他

の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させる

ために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 
 
（従業者の監督） 
第４条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の

処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよ

う必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後におい

ても同様とする。 
 
（個人情報の適正な管理） 
第５条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のた

め、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 
⑴  個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り

扱うこと。 
⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等

に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可

能な保管室等による保管すること。 
⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電

子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 
⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適

切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 
⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、

そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 
 
（再委託の制限） 
第６条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 



 

 

２ 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商

号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 
３ 第１項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方に

よる個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 
 
（個人情報の目的外利用の禁止） 
第７条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を

超えて利用してはならない。 
 
（個人情報の第三者提供の禁止） 
第８条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

ただし、第６条第１項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負

わせるときは、この限りでない。 
 
（個人情報の不正な複製等の禁止） 
第９条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する

目的で複写又は複製をしてはならない。 
 
（遵守状況の報告） 
第１０条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵

守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指

示することができる。 
２ 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。 
 
（立入調査等） 
第１１条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の

状況について、随時、受注者（委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。

以下この条において同じ。）の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明

若しくは資料の提出を求めることができる。 
２ 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要

な指示を行うものとする。 
３ 受注者は、前２項の検査等を拒むことができないものとする。 
 
（提供した資料の返還） 
第１２条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複

製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないことと

なったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直

ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理する

ものとする。 
 
 



 
 
 

資料 3-4 

 

（事故の発生の報告義務） 
第１３条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したと

きは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又

は解除された後においても同様とする。 
 
（契約の解除及び損害の賠償） 
第１４条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して

損害賠償の請求をすることができる。 

⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事

由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することがで

きないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい

等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負

うものとする。 


